
１月10日は110番の日です
　110番は事件や事故などが発生
したときに、皆さんの安全を守る緊
急通報電話です。
　110番通報の際は「何が」「いつ」

「どこで」あったのかを正しく伝え
ることが、事件や事故を早く解決す
る決め手となります。
　「お金を取りに行く」「キャッシュ
カードの確認に行く」などの特殊詐
欺が疑われる電話を受けた場合は、
110番通報をして被害を未然に防
ぎましょう。
　また県警では通報現場の映像や画
像を送信できる映像通報システムを
運用中です。通報を受け付けた時に
警察官が映像通報をお願いすること
がありますので、ご協力をお願いし
ます。
問　県警察本部通信指令課（☎027-
243-0110）

児童扶養手当受給世帯など
の子どもの受験料・模擬試
験料を補助します
　県内町村部に在住の児童扶養手当
受給世帯または住民税非課税世帯の
子どもに対して、大学などの受験料
および進学のために受験する模擬試
験受験料の補助を行っています。
【大学などの受験料など】
　高校３年生など…５万３千円
【進学に向けて受験する模擬試験受
験料】
・高校３年生など…８千円
・中学３年生…６千円
他
・上記金額は１人当たり上限額です
・高校３年生などには、申請時点で
20歳未満の人を含みます
・申請方法など詳しくは、HPをご
覧ください
問　県庁こども・子育て支援課（☎
027-226-2622）

高等職業訓練促進給付金
　養成機関で修業し、対象資格の取
得が見込まれ、仕事や育児と修業の
両立が困難なひとり親家庭の親に、
修業している間給付金を支給してい
ます。
対　次の全てに該当する人
・配偶者がなく、20歳未満の子を
扶養している
・児童扶養手当受給者または受給者
と同等の所得水準にある（ただし所
得水準を超過した場合であっても、
1年に限り引き続き対象）
・過去に支給を受けていない
支給額　月額７万500円

※市町村民税非課税世帯に属する人
は月額10万円
他　対象資格など詳しくは、HPを
ご覧ください
問
・市に住んでいる人…お住まいの市
役所
・町村に住んでいる人…管轄の県保
健福祉事務所

ぐんま食品ロス削減推進店を
ご利用ください
　４年度の年間食品ロス発生量は全
国で472万トンと推計されています。
　県では、生ごみの減量や食品ロス
の削減に取り組んでいる飲食店や宿
泊施設、食品小売店を「ぐんま食品
ロス削減推進店」として登録してい
ます。
　各店舗では、小盛り、ハーフサイ
ズのメニューなどの設定や、食べ残
しの持ち帰り希望者への対応、閉店
間際の値引き販売など、食べ残しや
売れ残りを減らす取り組みを実践し
ています。
　日頃の外食やお買い物の際は、ぜ
ひこれらの店舗をご利用ください。
他　詳しくは県環境情報サイト

「E
エ コ

COぐんま」をご覧ください
問　県庁廃棄物・リサイクル課（☎
027-226-2853）

盛土規制法の運用を開始し
ます
　３年７月に静岡県熱海市で大雨に
伴って盛土が崩落し、大規模な土石
流災害が発生したことなどを踏ま
え、５年５月に宅地造成及び特定盛
土等規制法（盛土規制法）が施行さ
れました。
　県では、中核市である前橋市およ
び高崎市を除く県内全域を規制区域
に指定し、５月26日（月）から盛土
規制法の運用を開始します。
　土地の用途に関わらず、一定規模
を超える盛土・切土の工事や、単な
る土捨て行為、一時的な土石の堆積
をする場合は、あらかじめ許可また
は届け出が必要になります。
他
・規制区域や規制内容など詳しく
は、HPをご覧ください
・前橋市および高崎市については、
各市にお問い合わせください
問　県庁建築課（☎027-226-3704）

農林業センサスを実施します
　県内の農林業の経営の状態や農産
物の販売などに関する調査「農林業

センサス」を実施します。調査への
ご協力をお願いします。
基準日　２月１日
調査期間　６年12月～２月
対　県内の全ての農林業経営体
調査方法　統計調査員による訪問調査
問　県庁統計課（☎027-226-2415）

医療関係従事者などは届け
出が必要です
　医療関係従事者などについては、
２年に１度、12月31日現在におけ
る住所地、従業地、従事している業
務の種別など、各法令で規定されて
いる事項について、当該年の翌年１
月15日までに届け出ることが義務
付けられています。今年は届け出の
実施年ですので、対象となる人は、
６年12月31日時点の住所地など
を１月15日までに忘れずに届け出
てください。
期日　１月15日（水）
基準日　６年12月31日（火）
対　医師、歯科医師、薬剤師、歯
科衛生士、歯科技工士、保健師、助
産師、看護師、准看護師
届け出方法　オンラインまたは紙
他　詳しくはHPまたは就業地を管
轄する県保健福祉事務所・保健所へ
お問い合わせください
問　県保健福祉事務所、保健所、県庁
健康福祉課（☎027-226-2511）、
県庁医務課（☎027-226-2538）

建設業の働き方が変わりました
　労働基準法が改正され、６年４月

１日から建設会社にも時間外労働の
上限規制が適用されました。
　民間事業者、施主の皆さんは、以
下の点について、ご理解とご協力を
お願いします。
・「４週８休」の実施
・適正な工期の設定
・多様な働き方の理解
・契約見直し（工期の延長や請け負
い価格の変更など）に関する協議
他　詳しくは県建設業協会ホーム
ページをご覧ください
問　県庁建設企画課（☎027-226-
3520）

税務署からのお知らせ
　１月６日（月）から２月14日（金）ま
では、税務署内に確定申告会場はあり
ません。この期間に所得税・個人消費
税・贈与税での申告相談に来ても、電
話による事前予約がない場合は対応で
きませんのでご注意ください。
　また税務行政のデジタル化におけ
る手続きの見直しの一環として、１
月から「申告書等」の控えに収受日
付印の押なつを行わないこととしま
した。「申告書等」の提出年月日は、
必要に応じて、ご自身で記録・管理
をお願いします。
問　管轄の税務署

測量士・測量士補試験
日　５月18日（日）

ぐんまちゃんからのお知らせぐんまちゃんからのお知らせ

　ぐんまちゃんのお誕生日をみんなでお祝いしましょう。
日　２月２２日（土）　午後３時（１時30分開場）
所　ベイシア文化ホール（県民会館）（前橋市日吉町）
定　
・S席（前方保証・特別ノベルティ）…90人
・一般席…1681人
￥　
・S席…中学生以上＝2000円、小学生以下＝千円
・一般席…中学生以上＝千円、小学生以下＝５００円
※３歳未満は保護者１人につき子ども１人まで、保護者のひざの上での鑑賞が無料
（席が必要な場合は有料）
他　申し込み方法など詳しくは、ぐんまちゃんオフィシャルサイトをご覧ください
問　県庁メディアプロモーション課（☎027-226-2315）

　５年２月に開始した、Y
ユ ー チ ュ ー ブ

ouTubeチャンネル「劇団ぐんま
ちゃん」のコンサート。一緒にみんなで歌って踊りましょう。
日　３月20日（木）　午前の部　11時（10時開場）
　　　　　　　　　    午後の部　２時（1時開場）
所　群馬会館（前橋市大手町）
内
・ぐんまちゃんたちが「劇団ぐんまちゃん」で人気の童謡
や、ぐんまちゃんのダンス曲「∞リボンをギュッと∞」など
で会場を盛り上げます
・会場１階にてグッズ販売を行います
・ぐんまちゃん、あおま、みーみ、出

で

口
ぐ ち

たかし（たかしおにいさん）、中
な か

野
の

美
み

優
ゆ う

（みゆ
うおねえさん）、じゅじゅ（あかぎ団）、ぐんまちゃんキャラバン隊が出演します
￥　中学生以上＝千円、小学生以下＝500円
他　申し込み方法など詳しくは、コンサート特設サイトをご覧ください
問　県庁メディアプロモーション課（☎027-226-2315）
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を開催します！

 参加者募集！劇団ぐんまちゃんコンサートのお知らせ

クロスワードパズルの正解者の中から抽選で「ぐんまちゃん証明写真シール（非売品）
（10人）」をプレゼント！詳しくは８ページをご覧ください

主な規制対象

お知らせ

試　験
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